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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】平成31年1月24日(2019.1.24)

【公開番号】特開2018-191663(P2018-191663A)
【公開日】平成30年12月6日(2018.12.6)
【年通号数】公開・登録公報2018-047
【出願番号】特願2017-95185(P2017-95185)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２０　

【手続補正書】
【提出日】平成30年11月15日(2018.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　第１アイテムおよび第２アイテムを含む複数種類のアイテムを複数貯留可能なアイテム
貯留手段と、
　前記アイテム貯留手段により貯留されているアイテムを用いる特定演出とアイテムを用
いない予告演出とを実行可能な演出実行手段とを備え、
　演出実行手段は、
　前記第１アイテムを用いる特定演出よりも前記第２アイテムを用いる特定演出の方が期
待度が高くなるように特定演出を実行可能であり、
　前記第１アイテムおよび前記第２アイテムが貯留されているときには、前記第２アイテ
ムを用いる特定演出よりも前記第１アイテムを用いる特定演出を先に実行する割合が高い
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　（１）本発明による遊技機は、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状
態）に制御可能な遊技機であって、第１アイテムおよび第２アイテムを含む複数種類のア
イテム（例えば、第１～第３アイテム。図３２（Ｃ）参照）を複数貯留可能なアイテム貯
留手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００に搭載されているＲＡＭに形成
された記憶領域。アイテムを特定可能なデータを記憶する）と、アイテム貯留手段により
貯留されているアイテムを用いる特定演出（例えば、アイテム作用演出）とアイテムを用
いない予告演出とを実行可能な演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ
１００がステップＳ８１０５やＳ８１１０等を実行する部分）とを備え、演出実行手段は
、第１アイテム（例えば、第１アイテム（青））を用いる特定演出よりも第２アイテム（
例えば、第２アイテム（赤））を用いる特定演出の方が期待度が高くなるように特定演出
を実行可能であり（例えば、図３２（Ｂ）参照）、第１アイテムおよび第２アイテムが貯
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留されているときには、第２アイテムを用いる特定演出よりも第１アイテムを用いる特定
演出を先に実行する割合が高い（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００がステ
ップＳ８１１０を実行する部分。図３５参照）ことを特徴とする。そのような構成によれ
ば、演出効果を向上させることができる。
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